
｢私たちにふさわしい世界を｡｣

｢あなたは私たちを未来と呼ぶけれども､

私たちは現在でもあるのです｡｣

これは､ 世界中から集まった子どもたち(１)から発

せられたメッセージである｡(２)

2002年５月８日から10日､ ニューヨーク国連本

部にて国連子ども特別総会 (以下特別総会) が開

催された｡ 当初この会議は2001年９月19日から21

日におこなわれる予定であったが､ 米国で起きた

９月11日の悲惨な事件によって延期を余儀なくさ

れた｡ まさにこれから子どもたちのために平和な

世界を創ろうとしているときにこの事件がおき､

会議が延期され､ アフガニスタンへの攻撃が開始

されたのは､ 皮肉としか言いようがない｡ なぜな

らば､ 子どもにふさわしい世界を創ることがいか

に困難であるのか､ そしてそのために我々はいっ

そうの努力をしていかなければならないことを９・

11事件は物語っているからだ｡

子どものための世界サミットから国連子ども特別

総会へ

13年前の1990年９月､ ｢子どものための世界サ

ミット｣ が開催され､ 世界の指導者たちは､ 子ど

もたちによりよい未来を創ることを約束した｡ こ

のサミットが開催された背景には､ ２つの重大な

点がある｡ ひとつは､ 毎日何万もの子どもたちが

栄養不良や病気などで死亡し､ また一億人以上の

子どもが学校に行くことができないでいるという

｢静かな破局｣であり､ もうひとつは､ この静かな

破局に終止符を打つための手段が今や世界にあり､

資源的にもそれを活用できるようになっていると

いう事実である｡(３) サミットには､ 71カ国の首脳

を含む152カ国の代表が集結し (当時の海部俊樹

首相を含む)､ ｢子どもの生存､ 保護及び発達に関

する世界宣言｣ にて ｢子どもの福祉には最高レベ

ルの政治行動が必要である｡ 我々は断固としてこ

の行動を取る決意である｡｣ と宣言した｡ そして

1990年代における子どもの生存､ 保護及び発達に

関する世界宣言を実施するための ｢行動計画｣ で

は､ 2000年までに達成すべき７つの目標を中心に

27の目標が掲げられた｡(４)

だが､ 果して約束は守られたのであろうか｡ 結

果は読者の知るところである｡ 世界を見渡すとい

まだに多くの子どもが飢えや病に苦しんでいる｡

1990年からの10年間の進展をふりかえった国連事

務総長報告書“����������	�
”で､ コフィ･ア

ナン氏は以下のように語っている｡ ｢世界は 『子

どものための世界サミット』 の目標のほとんどを

達成することができなかった｡｣ ｢多くを望みすぎ
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たわけでも､ 技術的に到達できないことだったわ

けではない｡ 大半は､ 十分な投資がなされなかっ

たため､ 実現できなかった｡｣(５)

国連子ども特別総会概要

国連子ども特別総会は､ この ｢子どものための

世界サミット｣ で採択された ｢宣言｣ 及び ｢行動

計画｣ の達成状況を見直し､ 今後10年間の子ども

に関する新たな行動計画をつくることを目的に開

催された｡ 今回､ 主なテーマとなったのは､ １)

健康的な生活の促進､ ２) 質の高い教育の提供､

３) 虐待・搾取・暴力からの保護､ ４) �������

�との闘いの４点である｡ これらを討議し､ 解決

への道を探るための公式プログラムは､ 以下の３

つから構成されていた｡ １) 本討議 (総会会議場

で各国政府・国際機関・�	
などが演説をおこ

なう)､ ２) アドホック会議 (本会議で発言しな

い国際機関や一部�	
が演説をおこなう)､ ３)

３つのラウンドテーブル (各国代表が自由な意見

交換をおこなう)｡ また開催前日の７日には､ 子

どもと武力紛争を議題とした安全保障理事会が開

催された｡ さらに､ 国際機関や�	
が主催する

特別総会関連イベント (サポーティングイベント)

も公式プログラムと並行して開催された｡

国連子ども特別総会の特徴

今回の会議の特徴として､ 前回のサミットを上

回る規模とおとなと子ども含めた幅広い層からの

参加が挙げられる｡ 世界から約6000人もの人々が

集まり､ 子どもを取り巻く様々な課題について連

日熱い議論が交わされた｡ 187カ国から政府代表

団が派遣され､ うち65カ国からは､ 首脳級が出席

した｡ 日本からは､ 遠山敦子文部科学大臣を首席

代表とし､ 有馬真喜子総理個人代表､ 横浜市長､

�	
､ 二人の子どもを含む45人が政府代表団と

して参加した｡ �	
からは､ おとな・子どもも

含め119カ国から700団体､ 1600名を越える参加が

あった｡(６) また､ 会議に先立ち開催された ｢子ど

もフォーラム｣ には374名の子どもが参加した｡

また､ 子どもにふさわしい世界を創るために様々

なリーダーシップが必要とされており､ 世界の宗

教指導者の参加や企業関係者の参加もあった｡

子どもの参加

今回の会議で注目すべきは､ 子どもの参加であ

る｡ 国際会議の場において､ 子どもが ｢ゲスト｣

としてではなく､ おとなと同じ正式な代表として

対等な立場で会議に参加し､ メッセージを発信し

たことは､ 特別な意味を持つ｡ なぜなら､ 今まで

子どもは､ 社会の構成員であるにも関わらず､ そ

の声は聴かれず､ 無視されてきた存在であるから

だ｡ この会議は､ 子どもが声をあげることが出来

た機会といえよう｡

特別総会における ｢子どもの参加｣ は様々な方

法で実現された｡ １) 子どもフォーラムへの参加､

２) 特別総会に向けた準備会合への参加､ (合計

３回の準備会合が開かれたが､ ３回目の会合にお

いて140名の子どもの参加があった｡) ３) 特別総

会での子ども参加､ ４) ユニセフホームページで

の投稿を通しての参加､ ５) 子ども記者としての

参加｡ ここでは､ これらのうちのいくつかを紹介

する｡

子どもフォーラムは､ 特別総会に先立ち､ 18歳

未満の子どもを対象として開かれた３日間の会議

である｡(７) マスコミやおとなを一切入れず､ 非公

開で行なわれたこの会議には､ 世界から374名の

子どもたちが参加した｡ (うち239人は132ヶ国か

らの政府代表であり､ 残りの135人は�	
代表で

ある｡) 子どもたちはこの会議で､ グループ別に

わかれ､ 総会開会式で発表する ｢私たちにふさわ

しい世界 � �����������｣ というメッセー

ジを作成したり､ シンポジウムなどのスピーカー

を決めるなどした｡

特別総会における子ども参加では､ 子どもが会

国連子ども特別総会
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議に ｢参加｣ することができるよう様々な工夫が

至る所でなされていた｡ 子どもたちはスピーカー

として､ 自分の労働や武力紛争の経験､ ���活

動の経験などを語ったり､ あるいは傍聴者として

様々なイベントに参加した｡ サポーティングイベ

ントでは子どもたち自身が司会を務めたものや､

18歳未満の子どもだけに開かれた会合もあった｡

そこでは､ 子どもに分かりやすいように､ 大切な

ことは紙に書き各国語で壁に貼るなど､ 言葉の壁

を超えて､ 子どもが内容を理解できるように配慮

がなされていた｡ このような子どもへの配慮は､

国連公用語が母国語ではない我々外国人にとって

も同様に助けとなるものであった｡

その中で注目すべきは､ 公式プログラムでの子

どもたちの発言である｡ これらは記録に残され､

今後子どもがおとなのパートナーとして対等な立

場で会議に参加する力があることの証明となろう｡

総会開会式では､ 子どもフォーラム参加者を代表

して､ ２人の子どもが国連史上初めて演説をおこ

なった｡ ｢私たちにふさわしい世界 �����	
��

����｣ を発表し､ 以下のように述べた｡ ｢私た

ちにふさわしい世界は､ すべての人にふさわしい

世界です｡｣ ｢私たちは問題の根源ではなく､ それ

らを解決する主体です｡｣ ｢私たちはただの子ども

ではありません｡ 私たちは人間であり､ 地球市民

です｡｣ (８) さらに､ 前日に開かれた安全保障理事

会では､ ボスニア・ヘルツェゴビナ､ リベリア､

東ティモールから来た子どもが､ 自らの紛争の体

験を語った｡ 安全保障理事会で子どもが発言する

のは史上２回目である｡

このように､ 特別総会では子どもの声を聴こう

とするおとなの姿勢が随所で見られた｡ しかしな

がら､ 子どもに対する配慮があった一方で､ 全く

子どもに配慮せず､ おとなだけで話が進んでしまっ

た会合があったことは否めない｡ 例えば､ 現地語

しかわからない子どもに対して､ 付き添い人の通

訳を待たずに､ 議論が進んでしまうような場面も

あり､ その子どもは会議の内容を理解することが

できなかった｡ この特別総会は､ 子どもの権利条

約に基づいた会議であるにも関わらず､ ｢子ども

の最善の利益｣ という原則がしばしば忘れられて

しまっていたようだ｡

子どもたちにふさわしい世界 ������������

��������

特別総会で採択された文書の ｢子どもたちにふ

さわしい世界｣ (�����	
��
������	�� ) とい

う名称は､ 世界・社会の現状やニーズに子どもが

合わせるのではなく､ 世界が子どもに合わせなく

てはならないことを意味した象徴的なものである｡

成果文書の構成は以下のとおりである｡

Ⅰ. 宣言

Ⅱ. 進展および得られた教訓の振り返り

Ⅲ. 行動計画

Ａ. 子どもにふさわしい世界の創造

Ｂ. 目標､ 戦略および行動

!"#健康的な生活の促進

!$#良質な教育の提供

!%#虐待､ 搾取および暴力からの保護

!	#&'(／エイズとの闘い

Ｃ. 資源の動員

Ｄ. フォローアップの行動および評価

�)� (�%��� �����)�*��������	�� ) 代表

平野裕二氏の分析によると､ この成果文書には､

子どものための世界サミットの宣言および行動計

画と比較したときに３つの点で拡大が見られ

る｡(９) １) 子どもの ｢生存､ 保護および発達｣ に

焦点が当てられていたサミットの宣言・行動計画

に比べ､ 対象分野が拡大した｡ 特に､ 特に困難な

状況にいる子どもと､ 子ども参加について大幅な

前進が見られた｡ ２) 対象年齢層が拡大した｡ サ

ミットの宣言・行動計画では､ 乳幼児期と児童期

の子どもに焦点が当てられており､ 思春期の若者

に対する配慮はほとんどみられなかったが､ 今回

国連子ども特別総会

― 97 ―



は18歳未満の子ども全体が対象となった｡ ３) パー

トナーシップの強化と､ すべての人の協力が不可

欠であることが強調されている｡ 特に､ 思春期の

若者を含む子どもがパートナーとして最初に挙げ

られているのは重要である｡ その他､ 親をはじめ

とする養育者､ 地方自治体､ 議会議員､ ���・

コミュニティ組織､ 民間セクター・企業､ 宗教的・

精神的・文化的指導者および先住民族の指導者､

マスメディア､ 地域機関・国際機関､ 子どもと直

接接して働く人々が子どもにふさわしい世界を創

るキーパーソンとして挙げられている｡

子どもとの協働に向けて

成果文書で採択された新たな目標を実行してい

くためには､ 様々なパートナーシップが欠かせな

い｡ 特別総会での子どもたちの活躍を見れば明ら

かであるように､ 子どもは決して未熟な存在では

なく､ おとなと共に社会を創っていく ｢パートナー｣

である｡ 子どもたちが ｢子どもにふさわしい世界

は､ すべての人にふさわしい世界です｡｣ と述べ

たように､ 今こそ､ おとなと子どもが共に手を取

り合って世界を変えていく時である｡

確かにこの会議は､ 子どもをおとなと共に社会

を創る対等なパートナーとして認識することを促

進した｡ だが､ 会議場で子どもの声が聴かれても､

それが現場でどうなっているかという課題が残る｡

現場レベルで､ いかに子どもの声に耳を傾け､

｢すべての人にふわさしい世界｣ を創っていくか

が今後の課題である｡

参考
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２�６頁

国際子ども権利センター 			
���
���
��������

外務省 �������			
����
��
��������������� ����� ���!

��
����

註

(１) 子どもとは､ 国連子どもの権利条約 (1989年採

択) の定義に基づき18歳未満のすべてのものを

さす (第１条)｡

(２) 国連子ども特別総会
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(３) ユニセフ 『世界子供白書1991』 ２�３頁

(４) 日本ユニセフ協会 ホームページ
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��� 2002年６月11

日

(５) 子どもの人権連 『いんふぉめーしょん 子ども

の人権連』 ��
79 2002年５月号､ ２頁

(６) 筆者もユニセフと協力関係にある���､ 国際子

ども権利センター (代表 甲斐田万智子) からの

代表４名のうちの１人として､ ３人の若いメン

バーと共に会議に参加した｡

(７) 正式には､ 2001年９月の会議の時点で18歳未満

だった者なので､ この会議の時点では18歳の者

も含まれている｡

(８) "	��� ������� 			
�����
����������������

訳は筆者によるもの｡ 子どもたちは､ 子どもだ

けにふさわしい世界ではなくすべての人にふさ

わしい世界を望み､ ｢私たちにふさわしい世界｣

とメッセージを名づけた｡

(９) 平野裕二 ｢国連子ども特別総会報告｣､ クレヨン

ハウス 『月刊子ども論』 2002年８月号､ 16頁
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1993年９月13日ワシントンのホワイトハウスで

クリントン米大統領が見守るなかイスラエル側ラ

ビン首相と���(パレスチナ解放機構) 側アラファ

ト議長が調印した ｢暫定自治に関する諸原則の宣

言｣ をオスロ合意という｡ この結果､ 長期にわたっ

て続いていたイスラエルとパレスチナ人の紛争は

両当事者が相互に承認しあい､ 交渉によって解決

することを約束したことで新たな段階に入った｡

オスロの名がついているのは､ この宣言にいたる

イスラエルと���の秘密交渉が､ ノルウェーの首

都オスロで行われたからである｡

1991年の湾岸戦争のあと､ パレスチナ問題を含

む中東紛争解決の気運が高まり､ 91年10月末マド

リードで中東和平国際会議が開催された｡ 会議に

は中東紛争の当事国のほか､ 共同議長国として米

ソ両国が参加した｡ パレスチナ人は独立の代表で

の参加はかなわなかったが､ ヨルダン代表団の一

員として参加した｡ この会議終了後舞台はワシン

トンに移され､ イスラエルとシリア､ レバノン､

ヨルダンの２国問の直接交渉が行われた｡ イスラ

エルとパレスチナ人の交渉もスタートしたが､ 双

方の立場の隔たりは大きく､ たちまち行き詰まっ

てしまう｡ 一方､ ノルウェーのシンクタンク､ 応

用社会学研究所所長でイスラエル､ ���双方に太

いパイプをもつテリエ・ラーセンが秘かに双方と

接触し､ 93年１月頃からオスロで秘密交渉が頻繁

にもたれた｡ 交渉に参加したイスラエル人とパレ

スチナ人は合宿をし､ 双方の間に友情の芽生えが

認められる雰囲気のなかで交渉は続いた｡ 双方の

交渉はやがて政府関係者を交えて核心に入ってい

く｡ こうして誕生したのがオスロ合意であり､ イ

スラエル占領地のガザとエリコでの暫定自治を皮

切りに自治地域を次第に拡大し､ 最終的にガザ､

西岸の地位の決定､ エルサレム､ 難民問題の解決

をめざす｡

イスラエル､ ���双方とも冷戦後の国際政治状

況にどう対応するかについて考えあぐねていた｡

イスラエルは1987年に始まった占領地の第一次イ

ンティファーダ (パレスチナ住民蜂起) を鎮静化

できずに手を焼いており､ 経済的損失もイスラエ

ルには無視できないほどに上った｡ 一方の���側

もまた湾岸戦争でイラクを支持したことがたたっ

て､ アラブ産油国からの援助が途絶するなど財政

的な苦境にあった｡ したがってこうした窮状を打

開するために双方ともそれまでの対立を捨て､ 交

渉で問題の解決をはかろうとしたものと考えられ

る｡

ホワイトハウスで行われた式典ではラビン首相

とアラファト議長が握手を交わし､ 固唾を飲んで

見守っていた世界中の人々は､ これが長い対立に

ピリオドを打つ第一歩となってくれるものと期待

したのである｡ 実際､ 世界の希望を託すかのよう
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に､ 1994年のノーベル平和賞は､ イスラエルのラ

ビン首相､ ペレス外相､ それにアラファト���議

長の３人に贈られたのである｡

その後交渉は進展した｡ 1994年５月にはガザと

エリコでの先行自治実施協定 (オスロｌ) が締結

され､ イスラエル軍はガザ､ エリコから撤退する

ことになり､ 95年９月に結ばれたオスロ２では､

イスラエル軍はさらにヨルダン川西岸の人口密集

地から撤退することになった｡ また､ 96年１月20

日には議会に相当するパレスチナ立法評議会の選

挙が行われ､ イスラエル軍は同年３月ヘブロンか

らも撤退することになった｡

一見すると交渉は順調に椎移したようにみえる｡

しかし､ 交渉ではまず解決可能な問題を優先させ､

難しい問題は先送りした｡ そのためやがて交渉が

行き詰まることは予想できた｡ さらに､ イスラエ

ル､ パレスチナ双方に和平交渉に反対する勢力が

いて､ 交渉の進展とともに侮れない存在となった｡

たとえば､ 1994年２月ユダヤ教徒､ イスラム教徒

双方に共通の聖地であるヘブロンのマクペラの洞

窟でイスラエル人が銃を乱射し､ およそ30人のパ

レスチナ人を殺害する事件が発生し､ 1995年11月

にはラビン首相がパレスチナ人との和解に反対す

る過激なユダヤ教徒によって暗殺された｡ 一方､

パレスチナ側でも､ 和平どころかイスラエルの存

在そのものを認めないイスラム原理主義組織ハマ

スなどが､ イスラエル人に対してテロを行った｡

さらに､ イスラエルでは96年の選挙で和平に消極

的なリクードのネタニヤフが当選するなど､ 前途

に楽観できない要素が加わる｡

しかし､ 問題がやがてパレスチナ国家の設立､

エルサレム､ パレスチナ難民の扱いなど困難な局

面に入ると､ 双方の対立は次第に克服しがたい様

相をおびる｡ また､ それまでの交渉にはアメリカ

が積極的に後押しし､ そのことがある程度の成果

につながったといえようが､ こうしたアメリカの

神通力も､ エルサレムなど双方にとって最重要課

題を討議する段階に達すると､ どうしても低下す

ることは否めない｡

1997年７月の選挙で労働党のバラクが首相に選

出されると､ 和平の期待はふたたび高まった｡

2000年７月のアメリカのキャンプ・デービッドか

ら翌年１月シナイ半島のタバまで首脳会談が開催

され､ パレスチナの最終的地位に関して協議が行

われた｡ アメリカ政府も積極的に仲介を行ったが､

双方の溝は埋まらなかった｡ クリントン大統領は

任期切れを前に精力的に交渉に関与し､ 一時はイ

スラエルが占領地の約95％から撤退し､ パレスチ

ナ国家の樹立を認めるほか､ エルサレム､ パレス

チナ難民問題についても妥協がはかられるなど､

交渉妥結に近づいたが､ 最終的に行き詰まった｡

イスラエル側によれば､ 中東和平とは ｢土地と

平和の交換｣ である｡ (イスラエルが1967年の戦

争で占領した) アラブの領土を国連決議で求めら

れているように､ アラブおよびパレスチナ側に返

還するには､ 平和の証が絶対条件である｡ 平和と

はイスラエルの安全にほかならない｡ 同時に平和

を担保するためには双方とも信頼関係を醸成して

いかなければならない｡ ところが､ イスラム原理

主義組織をはじめパレスチナ人の一部は和平を力

ずくで阻もうとし､ イスラエル人に対するテロを

続行した｡ 2000年９月にリクード党首のシャロン

がエルサレムのイスラム聖地を訪問し､ これがパ

レスチナ人を挑発し､ それまで続いていた暴力的

な事態は一挙に険悪化した (第二次インティファー

ダ)｡ パレスチナ人は無差別自爆テロを決行し､

多くのイスラエル市民が殺された｡ アラファトは

テロを制止できず､ イスラエルの世論が硬化する

なか､ イスラエル軍は報復攻撃を行い､ 多数のパ

レスチナ市民も犠牲となった｡ 2001年のアメリカ

同時多発テロ以後状況はさらに悪化し､ オスロ合

意は風前の灯火である｡

オスロ合意
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目が合ったらほほえむこと

本書を読みすすんでいくうちに､ 17年前の講演

を思い出した｡ それは､ 1986年10月22日､ ｢アウ

シュビッツの生き証人｣ としてタデウシ・シマン

スキさん (元アウシュビッツ博物館副館長､ ポー

ランド人) が来日され､ 明治学院で行なった講演

のことである｡ 当日は大学生を中心に若い人が多

く､ 熱心に耳を傾けていた｡ 講演の中でシマンス

キさんは次のように語りかけた｡

｢アウシュビッツの所長であったルドルフ・ヘ

スはローマ・カトリック教会の信者でした｡ ヘス

の両親はヘスが大人になったらカトリック教会の

司教になることを望んでいたのです｡ しかし､ 彼

は��(ナチス親衛隊) に入隊したので教会から

脱会しました｡ その他の隊員はほとんどがプロテ

スタントでした｡ 彼らは��の戦車隊の制服を着

たとき教会から脱会して神 (ヒトラー) に直属す

ると表明したのです｡ ……

収容所で宗教を信じる者が人によっては大きな

助けになっていたと思います｡ 神を信ずる者の方

があの過酷な状況を克服できたと思います｡ 収容

所では囚人の司教が��に隠れて聖餐式やミサを

献げることもありました｡

アウシュビッツは最大の収容所でした｡ そこは

世界最大の墓場だという人もおります｡ しかし墓

そのものが無い墓場がありえるでしょうか｡｣

講演の後に質疑応答がなされた｡

｢Ｑ 悲劇を起さないために私達若い者は何をす

るべきでしょうか｡

Ａ 先ず皆さんがありのままにいるということ

です｡ 具体的にいうと､ 私が日本に来て経験

しているように皆さんが親切であることや目

が合ったらほほえむというような礼儀を自然

に行うことです｡ そして自分をセルフコント

ロールすることが大事です｡ そしてあなたが

たが将来､ ある権力を手に入れたら､ それを

間違って使ってはいけないということです｡｣

(タデウシ・シマンスキ ｢アウシュビッツと信

仰｣ 『白金通信』 1987年１月１日号)

シマンスキさんは､ 人が人を信じられなくなっ

たときに､ ほんの少し目を合わせてほほえむだけ

でよい､ そのことが､ 過酷な状況で人間が生きて

いく最も大切なことであると強調された｡ この言

葉は今も胸に響いている｡

過去のできごとを伝えること

本書は 『語り伝えよ､ 子どもたちに ホロコー

ストを知る』 と表題にあるように､ 若い人々や親

たちに伝えることを主眼にしている｡

この本は､ スウェーデン政府による ｢生きてい

る歴史｣ プロジェクトの一環として､ 人間の尊厳

について学びあうために書かれた｡ スウェーデン

政府は､ 全国71万の家庭にペールソン首相の手紙

を添えて注文書を配布したが､ 人口900万人のこ
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の国で26万部の注文があり､ さらに30万部を増刷

したという (159頁)｡

スウェーデンはドイツに占領されたり､ 国内の

ユダヤ人を殺された経験は一度もない｡ それなの

に何ゆえ､ スウェーデンがホロコースト (大虐殺)

を若い人たちに伝えようとするのであろうか｡

それは､ 600万人といわれるユダヤ人､ 数十万

人といわれるジプシー (シンティー､ ロマ)､ 十

万人を越すといわれる身体障害者・精神障害者・

｢反社会的分子｣､ 何千人といわれる同性愛者や

｢エホバの証人｣ の信者､ 数百万のポーランド人・

ソヴィエト市民・戦争捕虜が､ ナチ・ドイツのホ

ロコーストによって殺害されたにもかかわらず､

スウェーデン民衆の66％しかそのことを知らない

という危機感からである (159頁)｡ この ｢人類史

上最悪の犯罪のひとつ｣ を後世に伝えることは､

大人の､ そして政治家の責務であり､ 同じ過ちを

繰り返さないための警告と考えているからである｡

ここに､ スウェーデンの政治家や市民の見識の高

さをみる｡

それだけでなく､ この恐ろしいホロコーストに

対して､ スウェーデン人は､ 政府は､ どのような

対応をしてきたのかという痛烈な内省を始めてい

る (４～５頁)｡ これは､ 20世紀初頭から朝鮮半

島を支配し､ さらに中国や東南アジア諸国を侵略

したにもかかわらず､ 自らの行為を正当化し､ 歴

史や公民の教科書を歪曲する日本人や受動的にし

か対応できない日本政府と明確な対比がある｡

ユダヤ人やジプシーはなぜ殺されたのか

なぜ､ このようなホロコーストが起きたのか｡

ホロコーストはユダヤ民族に対するヒトラーのナ

チ帝国が総力をあげて仕掛けた戦争であったとも

いわれている｡

本書は､ まず歴史的要因をあげる｡ それは､ ド

イツが第一次世界大戦に負けたのは､ 国内でのユ

ダヤ人の ｢裏切り行為｣ のせいであると考え､ ユ

ダヤ人への報復を望んだという (20頁)｡

さらに､ ナチスが ｢純血種｣ による統一的社会､

｢種｣ を強調した ｢アーリア民族共同体｣ をめざ

していたことをあげている｡ 後者は､ 当時､ 流行

していた社会ダーウィニズムによってできた ｢優

生学｣ や ｢民族衛生学｣ によって補強された｡ 優

生学者は ｢弱者｣ の劣性遺伝子が社会に悪影響を

及ぼすために､ 劣性遺伝子､ 即ち､ ユダヤ人､ ジ

プシー､ 身体・精神障害者を社会から排除するこ

とによって､ 社会の質と ｢健全性｣ の向上をはか

ろうとした｡ 最も優れた人種であるアーリア人が

人種的に劣っている ｢非アーリア人｣ によって脅

かされてはならないという考えである (15�18�20

頁)｡ しかし､ 私たちは､ このような考え方が､

過去のことだけではなく､ 現在にも存在するとい

う危険性を知らなければならない｡

本書から気づかされたこと

第一に､ ナチスは人類の未来を奪ったことであ

る｡ ホロコーストによって殺された子どもたちは､

新しい科学や発明､ 創造的な文化や芸術を生み出

したかもしれない｡ あるいは､ 親となり､ 豊かな

教育や家庭の温かさを育んだかもしれない｡ その

ような可能性をすべて抹殺したことである｡

第二に､ 子どもたちがどのような状況におかれ

ていたか､ わかりやすい点である｡ ｢出ていけユ

ダヤ人！｣ と名づけられたゲーム､ ユダヤ人は毒

キノコとして学校から追放することを描く絵本

『毒キノコ』 などは､ ユダヤ人への迫害が子ども

たちの遊びや文化にまで浸透していることを物語っ

ている｡ また､ ジョルジュ＝アンドレ・コーン､

アニー・ホロヴィッツ､ アンネ・フランク､ ワル

シャワ・ゲットーの路上で死にゆく一人の子ども､

ナチス活動家の監視の下で ｢ユダヤ人商店｣ と書

くよう辱めを受ける一人の子どもなど､ 具体的な

個人に焦点を当てることによって､ 抽象化しては

いけない人間の生命と尊厳を明らかにしている

『語り伝えよ､ 子どもたちに ホロコーストを知る』
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(６頁)｡ ナチスは､ 多くの子どもたちを強制収容

所で殺しておきながら､ 家では自分の子どもたち

をかわいがる良き親であった｡ どうしてこのよう

なことができたのか｡ 親衛隊のハイスマイヤー医

師は､ 後の法廷尋問で ｢ユダヤ人の子どもたちと

実験動物との間には基本的違いはなかった｣ から

と証言している (12頁)｡

第三に､ ユダヤ人のほかにジプシー､ 障害者､

同性愛者への迫害に言及している点である｡ ボク

シングのチャンピオンであった ｢ジプシー｣ トロー

ルマンへの差別といじめは悲惨きわまりなかった｡

同性愛者や障害者は ｢非生産的｣ で無価値な生命

であり､ ｢反社会的分子｣ はナチス的 ｢民族共同

体｣ 不適応者であることから､ 強制収容所に送り

生還させなかった｡ 本書は､ ジプシー､ 障害者､

同性愛者､ ｢反社会的分子｣ への迫害の研究はさ

らに続けるべきであることを示している｡

第四に､ 子どもたちにどのように伝えたらよい

のか工夫したことである｡ 残酷な写真を少なくし､

生前の生き生きとした写真を多く載せている｡ こ

れがかえってホロコーストの恐ろしさを際立たせ

ている｡ 私はかつてアウシュヴィッツや広島・長

崎における被害の写真を見せ､ 生徒たちに迫った

ことがある｡ 生徒たちは息を呑むが､ ｢もう見た

くない｣ と言う｡ 後から考えると､ それも理解で

きる｡ あまりにむごたらしい出来事を自分のこと

のように考え､ 正視できないのである｡ なぜ､ こ

のようなことが起きたのかというカラクリ､ 繰り

返さないためにどうしたらよいかということを考

えつつ学ばなければ､ 正視できる精神力は養われ

ないであろう｡

第五に､ 傍観者の姿勢を問うている｡ 傍観者と

は誰なのか｡ “水晶の夜”(1938年11月９日深夜)

に始まったユダヤ人商店やユダヤ教会への襲撃を

見過ごしにしたドイツ人､ ユダヤ人迫害を知って

いたにもかかわらず救済できなかったヨーロッパ

の人々､ ホロコーストにあいまいな態度をとった

多くのキリスト教会､ そしてスウェーデンはどの

ように対応したのかを鋭く指摘している (126～

127頁)｡

この点について､ 反ナチ抵抗の牧師・マルティ

ン＝ニーメラー (ドイツ､ プロテスタント・ルター

派の神学者) は､ 次のように自らの姿勢を問う｡

ナチが共産主義者や社会主義者を攻撃したとき､

自分の不安はやや増大したが､ 何もしなかった｡

それから学校が､ 新聞が､ ユダヤ教徒が攻撃され

たが､ 何事も行わなかった｡ それからナチは教会

を攻撃した｡ そこで自分は何事かをした｡ しかし､

そのときにはすでに手遅れであった､ と｡

ワイゼッカー西独大統領演説との関係

1985年､ 敗戦後40周年に際し､ ワイゼッカー西

独大統領は連邦議会において､ ｢荒れ野の40年｣

とも題する演説を行なった｡

この演説の意味は､ 西ドイツの国家元首という

立場でドイツの犯した罪を具体的にとりあげて謝

罪したこと､ 自国民の犯した罪を心に刻み､ 後世

に伝えていこうとすること､ 偏見と敵意と憎悪を

乗り越えていく姿勢を示したことであった｡ 本書

を読むことによって､ なぜワイゼッカー氏が具体

的にとりあげて謝罪したのか､ 改めて確かめるこ

とができた｡ そのドイツは謝罪と補償を行い

(2030年までの補償予定総額は､ 日本円にして７

兆9472億2500万円)､ このホロコーストのできご

とを心に刻み続けている｡

｢語り伝えよ､ 子どもたちに 南京虐殺・731部

隊・軍隊強制慰安婦・強制連行を｣

本書は､ ナチ・ドイツによる大量殺戮の実相を

詳細に示すとともに､ そこから目を背けるのでは

なく､ 未来のために議論してほしいと訴えている｡

強制収容所による大量殺戮を知ることによって､

それでは日本の犯した罪はどうなったのか､ 南京

虐殺や731部隊の生体実験は明らかになっている

『語り伝えよ､ 子どもたちに ホロコーストを知る』
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のか､ 朝鮮人・中国人強制連行のできごとは知ら

されているのか､ 軍隊強制慰安婦への謝罪と補償

は実行されているのか､ 問わざるを得ない｡

スウェーデン政府はホロコーストを若い人に伝

えようとしているのに対し､ 日本政府はドイツの

ホロコーストに匹敵するほどの犯罪を歴史の闇に

葬ろうとしている｡ ならば､ 私たち市民が伝え､

議論していかねばならない｡

この本を世界中の子どもたちに読んでもらいた

いと願っている｡

『語り伝えよ､ 子どもたちに ホロコーストを知る』
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『帝政ロシアのエネルギー論における石油と石

炭・国際比較』 という題である｡

著者のイリ－ナ・ディヤコノヴァ氏については､

12年も前に１度明治学院大学 『経済研究』 に紹介

したことがある｡(１) 日本語が､ 彼女の修得した第

14番目の外国語であるにもかかわらず､ 拙著など

も次々と読破し､ ロシア語の雑誌に批評を載せた

りされる方で､(２) 日本のロシア史研究者にとって

は大変貴重な存在でもある｡

2001年７月に､ プロジェクト ｢市場移行と平和｣

の一環として�����でお招きし､ その時の講演

の記録が 『�����』 第15号に掲載されている｡(３)

氏には実に多数のロシア語以外も含む論文があ

るが､ 単著はこれで２冊目かと思う｡(４)

本書の構成は次のようである｡

第１章 諸史料と諸歴史家たち

第２章 ロシアの石油・石炭エネルギー論

第３章 需要面からのロシア燃料・エネルギーバ

ランス

付録１. 帝政ロシア石油産業のアウトサイダー

付録２. 帝政ロシア冶金産業の外国資本

人名索引まで入れて､ 294頁｡

付表と付録とが163頁から始まっているので本

文は約55％､ あとは史料そのもの､ という如何に

も経済史の本である｡ 本書の研究史上の位置づけ

を知るためには､ 少なくとも近年わが国で出版さ

れた帝政ロシア期の経済に関する３冊が踏まえら

れねばならない｡ (１)中山弘正 『帝政ロシアと外

国資本』 岩波書店､ 1988 (２)冨岡庄一 『ロシア

経済史研究』 有斐閣､ 1998 (３)伊藤昌太 『旧ロ

シア金融史の研究』 八朔社､ 2001｡ とくに(１)は

ロシアの産業部門別の分析を含み､ 本書の扱う石

炭､ 石油に関しても関連研究を示してあるので､

研究史の流れもとらえられよう｡ 少なくともこれ

らの延長上に本書を置くならば､ 以下に紹介する

ように､ 本書は､ 石炭と石油というエネルギー関

連２部門をたえずワンセットで考え､ 国際比較も

その点を重視したこと､ また､ 帝政期のみならず､

ソ連邦期､ 新生ロシア期まで一貫して扱ったとい

う点で独特の意義をもったと考えられる｡ 以下､

具体的内容に沿って考えていこう｡

第１章｡ 19世紀～20世紀初頭のロシアの石油・

石炭に関する統計がこの研究の基礎になっている

が､ それらは他の諸国のものと比較してもしっか

りしたものである｡ 石炭などは1859年から毎年詳

しい統計が公表されていた｡ 全体統計と企業別統

計もある｡ 石油の方は1886年には企業家連合もで

きていた｡ 『石油業』 といった定刊誌も出ていた｡

米英独などとも比較しつつの研究なので､ 各国の

統計についても詳しい検討がなされていく｡ ロシ

アの石炭なども､ 南部とかポーランドなど地区別

にもいろいろのものが出されていくことが示され
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る｡ 石油はふつうバレルを単位とするが､ これに

石油の比重と15�625％を掛けるとトンに換算され

る､ すなわち､ １トンの石油は6�4バレル (掛け

る石油の比重) である(５) といったこと､ 石炭な

ども含むエネルギー単位換算にも頁を割いている｡

ロシア・ソ連では石油はトン単位表示の方が多い

からであろう｡ 評者の 『帝政ロシアと外国資本』

(1988) でも使ったペルシケ (1913)(６) を初め､

英独仏米などの研究者の成果を比較紹介しつつ､

この時期の ｢国際比較｣ はかなり正確に出来る､

と確認している (22頁)｡ 例えば､ 石油に関して

は､ アメリカと比較し､ 1902～1917のロシアは生

産がひどく落ちた､ といった問題なども後に内容

が詳しく追求されていく｡ ロシア革命後､ 1920年

代にもロシア石油について ｢10月革命までの15年､

10月後の10年｣ といったものを初めいくつかの研

究があったことや､ 1930年代にも有名なリャシチェ

ンコ (『ソ連邦国民経済史』 (露) 1939) などがあ

り､ 戦後もヴォロブーエフ､ ゲフチェル､ ボヴィ

キンらと続いた研究史が検討されていく｡ 1970年

代はソ連で石油の空前の増産が行われたわけであ

るが､ エネルギー全体の中でのその比重なども後

に詳論されていく｡

第２章は帝政期ロシアを扱う｡ 1880年に､ 世界

の産炭３億6�140万トン中､ ロシアは2�570万トン

(7�1％) に止った｡ 第１位イギリス１億4�930万ト

ン (41�3％)､ 第２位アメリカ7�170万トン (19�8

％)､ 第３位ドイツ5�910万トン (16�4％) にロシ

アは次いでいたのである (40頁)｡ 1859～1913年

の米ロの採炭量増加の対前年比 (いずれも､ ほぼ

105～115％前後)､ 同期間の米ロの採油量の対前

年比が表示される｡ 米ロの石油での競争は､ アメ

リカ石油が1860年代にもロシアに輸入されていた

ものが､ ロシアのノーベリ社の成長で､ 1873～

1883年に輸入が５分の１に減る (52頁) などといっ

た形で､ ロシア国内市場をめぐり厳しかった｡ ま

た､ 原油からの燈油の抽出が落ちる (バクー､

1889年30％から1900年20％) といった問題､ 石炭

では､ ドネツク坑での増産 (1880→1913に140万

トン→2�528万トン) とモスクワ近郊炭の減少

(同､ 40万→30万) 等も検討されていく｡ 1890年

代の好況期､ 経済高揚の中で､ ロシアは､ 原油で

1900年には､ 884万トン産出のアメリカを抜いて､

984万トンにも達していた (65頁)｡ 石炭では､ 米

ロは､ 1900→1913に２億4�472万トン→５億1�720

万対1�616万→3�598万トンと大きくロシアは水を

空けられていたのであるが｡ 著者は､ 重量でみて､

石炭と石油の ｢比率｣ に注目する｡ ロシアは1900

年に1�64：１､ 1913年は3�92：１で､ アメリカの

27�687：１､ 14�987：１とは異なることを強調し

ている｡ バクー油田がこの間にも油井の増加をみ

ながら月平均採油度は落ちていたこと､ 油井も深

くなっていたことなども指摘されている｡ アメリ

カについても､ 東部から西部へ産油地域の比重が

移っていたことなどが述べられている｡ 1913年に

は､ 石油でも､ 米ロは世界生産の65％対16％と差

がついていた｡ [ロシアの1900年恐慌と08年まで

の不況の影響が大きかった｡ 拙著参照]

第３章は本書の中でも最も長い章であるが､ じ

つは後半は ｢結語に代えて､ 歴史の若干の教訓と

現代｣ であり､ ソ連邦崩壊後の現状にも論及して

いる｡ 前半では先ず種類別に ｢需要から見た燃料・

エネルギーバランス｣ (1900年及び1908年) が表

示される｡ 例えば金属産業が石炭需要の33％､ 52

％を占めていた等々のことである｡ また地域 (13

に区分) ごとのエネルギーバランスや工場､ 鉄道､

船など種類別需要のバランス､ それらと関係のあ

る石炭・石油のコスト､ その中での労賃コスト

(112頁～､ 石炭業の方が賃金比重が大きいなど)､

石炭と石油の競争等が述べられていく｡ 後半では､

1917年の革命後のロシアの石油・石炭問題､ それ

らへの固定投資､ 貿易などが､ 1920年代から少し

ずつ現代へと述べられ､ この間の諸エネルギー源

の比重､ コスト､ 労賃コスト､ 労働生産性などが
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詳しく検討される｡ 1970年代には､ 世界のエネル

ギーバランス全体では､ 石油が40％､ 石炭30％弱

なのであるが､ ロシア (ソ連) も40％､ 35％位な

のであった (152頁)｡ この ｢現代｣ に入ったとこ

ろで､ 評者の ｢ソ連邦における石油問題｣(７) など

もかなりとり上げられているが､ これは､ 論点と

してすぐ後でふれることにしよう｡

以上､ かいつまんで本書の内容を紹介したが､

本書は帝政ロシア期からソ連邦期にわたる経済史

の研究成果として大変優れた､ 興味深い作品であ

る｡ がそれだけではなく､ ソ連邦崩壊後の新生ロ

シア連邦の経済研究にとっても､ 極めて重要な位

置を占めることが明らかであろう｡

何故ならば､ 一時1998年に対外債務の支払不能

にさえ陥ったロシア連邦の経済が､ ここに来て財

政黒字､ 外貨準備高増 (2001年 360億ドルに)､

失業率の改善 (2001年 8�8％に) など ｢好調｣

とされる背景には､ 石油輸出が大きく貢献してい

るからである｡ すなわち､ 今日のロシアにとって､

石油 (に代表される鉱業品､ 天然ガス等も含める

とひとまわり大きくなるが) は最大の世界市場商

品なのだからである｡

新生ロシア連邦の10年にも､ 原油生産量は約３

億トンが維持され､ その輸出量も､ 1�1億から1�4

億トンと伸び､ 輸出額は､ 単価の高低の影響が大

きいが､ 100～150億ドル､ 2000年には252億ドル

で ｢現在のロシアにとって最大の外貨獲得手段の

１つ｣(８) である｡ バレル当り､ 1994－99年単純平

均17�15ドルであった原油輸出価格は､ 2000年

28�3､ 2001年 23�0ドル [2002年10月現在30ドル

に接近] とかなり高水準になっているのである｡

石油製品､ 天然ガス､ 等を入れると､ 輸出総額中､

1999年 44�9％､ 2000年 53�8％と大きな比重を

占めている (アルミニウム､ コバルト､ ニッケル

等 ｢金属｣ が26�1％､ 21�6％で､ これも併せると

ロシアの鉱物資源は輸出の４分の３を占める)｡(９)

こうした状況は､ ロシアでも､ ｢ロシア経済は

パイプラインの上に坐っている｣ と表現されるこ

とがある､ とエレ－ナ・レオンチュヴァ氏は､

�����の招聘講演で述べた (2002年６月28日)｡(10)

かつて､ 帝政ロシアは大規模に外国資本を導入

するに当って､ ほとんど専ら ｢穀物輸出｣ で帳尻

を合せていく必要があった｡ もっぱら ｢クロップ｣

に外貨獲得を依存したのである｡ ソ連邦期の1970

年代､ オイルショックを奇貨とし､ ソ連は石油を

大増産､ 輸出し､ 外貨を数千億ドルも稼いだと見

られるが､ そのため､ 輸出構成の中で石油を中心

とした ｢エネルギー輸出｣ は､ 急増し､ その過半

をなすにいたったことがある｡ 拙稿・注 (７) は､

1980年代前半までのこうした状況を論じたもので､

上の状況をＭ・ゴールドマンが ｢��	
������	｣

と皮肉っていることも紹介している｡ イリーナ・

ディヤコノヴァ氏は､ この拙稿をかなり詳しく紹

介しつつ (153～159頁)､ 現ロシア連邦の ｢ワン・

クロップ・エコノミイ｣ の経済構造の問題点を明

らかにしているのである｡ われわれの共著でも､

上垣彰氏が指摘しているように､ 対外債務､ 為替

相場動向などとともに､ 石油価格の動向がロシア

経済のゆくえの鍵を握っている [注 (８)､ 109頁]

とすると､ その土台は磐石とはとうていいい難い

であろう｡

本書は､ こうして､ 現代ロシア経済にとって､

極めて重要な石油問題を研究する上でも貴重な作

品であろう｡ いうまでもなく現在の石油業は､ 帝

政ロシア期､ ソ連邦期のそれの歴史的積み上げの

上に成立しているからである｡

本書が重視している石炭との ｢バランス｣ とい

う [さらには他のエネルギー源とのバランス] 問

題を少し脇に置いてしまった｡ 石炭については､

この９月モスクワを訪れた際 [９月２日－14日]､

未だに大規模に ｢森林火災｣ が残り､ そのスモッ

グで市民が悩まされるほどであったが､ それが

｢泥炭｣ 火災であったことを想い出す｡(11) 本書の
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帝政期のところから顔を出す ｢モスクワ近郊泥炭｣

(59－60頁他) の現代性をあらためて想わされた｡

註

(１) 拙稿 ｢帝政ロシアと外国資本 (Ⅱ) ──И�А�

Дьяконова氏の近業をめぐって──｣ 明治学

院大学 『経済研究』 第88号､ 1990. 11. ここに

は拙著 『帝政ロシアと外国資本』 岩波書店､

1988.の書評 (“История�����1990－２)

の全文も収録した｡

(２) 筆者の英語論文 “����	��
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擬似資本主義の構造』 岩波書店､ 1993�などを

取り上げて ｢中山弘正教授の諸研究における現

代ロシア (Современная Россия в

Исследованиях Профессора

Хиромасы Накаямы)｣ という評論を

“РОССИЯ”誌､ 1994－８に掲載｡
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���	�#��明治学院大学国際平和研究所 『�����』

$��15�2002. 3.

(４) И�А�Дьяконова�Нобелевская

Корпорация в России. Москва�

1980. が第１作｡

(５) 杉浦史和・大坪祐介・二村秀彦・金野雄五 『ロ

シア経済10年の軌跡 市場経済化は成功したか』

ミネルヴァ書房､ 2002. 9. 25頁､ 図１－６では､

１トン＝7�3バレルとしている｡
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(８) 注 (５) 共著､ 24頁｡ 中山弘正・上垣 彰・栖

原 学・辻 義昌 『現代ロシア経済論』 岩波書

店､ 2001. 6､ 108頁も参照｡ 2000年の輸出総額

は949億ドル｡

(９) 拙著 ｢ロシアにおける再資本主義化の発展｣ 明

治学院大学産業経済研究所 『研究所年報』 第19

号､ 2002. 12.

また拙著 『現代の世界経済 地球帝国アメリカ

の興亡』 (仮) 2003､ 岩波書店､ 第８章｡

(10) 注 (９) の２拙稿でもふれる｡

(11) 森林火災が､ 根を伝わり泥炭火災となり､ 泥炭

層が燃え出すと消防車など車ごと落ち込む危険

もあるという｡ 30年ぶりだとのことであるが､

飛行機から水まで撒いていたし､ ｢テロ｣ 説､

｢アメリカ謀略｣ 説などもとびかっていた｡
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